
   

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
十
号 

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
条
例
（
平
成
十
八
年
広
島
県
条
例
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
個
人
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
二
条 

平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で

及
び
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
の
個
人
の
均
等
割
の
税
率
は
、
県
税
条
例
第
三
十

九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
に

五
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年

度
の
個
人
の
均
等
割
の
税
率
は
、
県
税
条
例
第
三
十

九
条
及
び
同
条
例
附
則
第
十
一
条
の
二
の
十
の
二
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
し

た
額
に
五
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

  

（
法
人
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
三
条 

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
若
し

く
は
各
連
結
事
業
年
度
（
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
に
限
る
。
）
又
は

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

）
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
期
間
に
係
る
法
人

の
均
等
割
の
税
率
は
、
県
税
条
例
第
四
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に

定
め
る
額
に
、
当
該
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
個
人
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
二
条 

平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で

の
各
年
度
分
の
個
人
の
均
等
割
の
税
率
は
、
県
税
条

例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定

め
る
額
に
五
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

２ 

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の

各
年
度
の
個
人
の
均
等
割
の
税
率
は
、
県
税
条
例
第

三
十
九
条
及
び
同
条
例
附
則
第
十
一
条
の
二
の
十
の

二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
加

算
し
た
額
に
五
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

  

（
法
人
の
均
等
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
三
条 

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度

若
し
く
は
各
連
結
事
業
年
度
又
は
地
方
税
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
十
二
条
第

二
項
第
四
号
の
期
間
に
係
る
法
人
の
均
等
割
の
税
率

は
、
県
税
条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
額
に
、
当

該
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


